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仕様書（令和７年度分） 

 

１ 件名 

税務事務業務委託 

 

２ 委託目的 

本業務は、特別区民税・都民税の課税事務、税証明書の交付および軽自動車税種別割課税事務に

ついて、業務の一部を民間事業者に委託することにより、安定的かつ効率的・効果的に業務を実

施し、区職員が専門的業務に専念できる合理的な業務執行体制を構築することを目的とする。 

 

３ 履行期間 

令和８年１月５日から令和８年３月 31日まで 

 

４ 委託内容 

  以下の業務について委託する。 

⑴ 特別区民税・都民税の課税に関する業務 

  ア 給与支払報告書に関する業務 

   (ｱ) 開封作業 

   (ｲ) 給報束の作成 

(ｳ) 審査・コーディング 

  イ 指定番号調査 

   (ｱ) 紙帳票事業所 

(ｲ) 電子データ事業所 

  ウ 住民税申告書に関する業務 

   (ｱ) 開封作業 

   (ｲ) 審査・コーディング 

   (ｳ) 申告書内容の再確認 

  エ 確定申告書データの補完入力 

  オ 課税資料のスキャン作業 

     (ｱ) 給与支払報告書・年金支払報告書 

   (ｲ) 住民税申告書 

     (ｳ) 異動届出書等 

  カ 異動届出書等の入力処理 

   (ｱ) 給与所得者異動届出書の入力処理 

    ａ 普通徴収への切替および一括徴収 

    ｂ 転勤による特別徴収義務者の変更 

   (ｲ) 特別徴収への切替申請書の入力処理 

(ｳ) 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の入力処理 

(ｴ) 特別徴収への切替および転勤処理に係るデータ入力 

  キ 課税資料の回送業務 

  ク 課税資料の編綴 

 ⑵ 特別区民税・都民税・森林環境税証明書および軽自動車税種別割納税証明書の交付請求に関す 

る業務 

ア 窓口での交付請求に係る業務 

  イ 郵送等による交付請求に係る業務 

ウ 郵便局からのＦＡＸによる交付請求に係る業務 

エ 電子申請による交付請求に係る業務 

オ 休日夜間窓口予約受付による交付請求に係る業務 

    カ 交付申請書等の整理および保管業務 

  キ 電話による問合せ対応 
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  ク フロア案内業務 

⑶ 軽自動車税種別割の課税等に関する業務 

ア 原動機付自転車および小型特殊自動車の申告書受付業務 

   (ｱ) 窓口での申告書受付業務 

   (ｲ) 郵送等での申告書受付業務 

   (ｳ) 夜間窓口（毎週水曜日：午後５時から午後７時 30分まで。ただし、祝休日を除く）での 

申告書受付業務 

(ｴ) 申告書の整理および保管業務 

イ 軽自動車税種別割申告書の処理業務 

(ｱ) 一般社団法人全国軽自動車協会連合会から送付された軽自動車税種別割申告書等の処理 

(ｲ) (ｱ)以外の軽自動車税種別割申告書等の処理 

(ｳ) 軽自動車税種別割申告書等の整理および保管業務 

ウ その他特別区民税・都民税および軽自動車税に係る文書の受付等 

 (ｱ) 原動機付自転車等の登録、特別区民税・都民税および軽自動車税種別割の課税に関する 

文書の受付 

(ｲ) 軽自動車税種別割納税通知書の随時送付 

(ｳ) 軽自動車税種別割の減免申請書等の様式送付 
  エ 電話による問合せ対応 
 

５ 業務内容および想定業務量 

別紙「業務内容および想定業務量（令和７年度分）」のとおり 

 

６ 業務日時 

原則として、土曜日、日曜日、祝休日を除く日の午前８時 30分から午後５時 15分までとする。 

ただし、原動機付自転車等の申告受付に係る夜間予約があった場合は、予約のあった水曜日の 

午後５時 15分から午後８時まで延長する。 

なお、作業の進捗状況によっては、区と受託者で協議の上、業務日時外の作業も可能とする。 

 

７ 履行場所 

  練馬区豊玉北６-12-１ 

  練馬区役所本庁舎４階税務課および練馬区役所内の区が指定する場所 

  ※ ４⑴アおよびウの業務については、税務課事務室とは別室での作業を想定（60㎡程度） 

     

８ 業務実施体制 

⑴ 人員配置 

  ア 統括責任者・業務責任者の配置 

受託者は、本業務の内容や流れを熟知し、進捗状況等を適正に管理できる知識や経験を有す 

る統括責任者および業務責任者を業務従事者から選任し、区へ届け出ること。なお、業務責任 

者ついては、以下の業務ごとに選任すること。 

(ｱ) ４⑴ア～ウの業務 

(ｲ) ４⑴エ～クの業務 

(ｳ) ４⑵の業務 

(ｴ) ４⑶の業務 

    統括責任者および業務責任者は常時配置すること。ただし、(ｱ)および(ｲ)の業務責任者につ

いては、当該業務の実施期間のみの配置とする。 

  イ 業務従事者の配置 

受託者は、業務の遅延および区民サービスを低下させることがないよう、業務量等に応じて

業務従事者を適正に配置すること。 

ウ 統括責任者の責務 

(ｱ) 業務責任者、業務従事者の管理・指導・教育・監督等を行い、受託業務が円滑に実施され

るよう業務全体の質の向上に努めること。 
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(ｲ) 業務全体における個人情報の保護および秘密保持についての管理を統括し、万全の対策・

措置を講じること。 

(ｳ) 業務全体の進捗状況を管理し、必要・適正な人員配置を行うなど、各業務において遅延等

が発生しないよう対策・措置を講じること。 

(ｴ) 業務に係る重要な事項について、区と調整・協議を行うこと。 

(ｵ) 事故等があった場合、速やかに区へ報告し、適切な措置を講じること。 

(ｶ) 作業日報、月報について、区へ報告を行うこと。 

  エ 業務責任者の責務 

(ｱ) 統括責任者の補佐を行い、統括責任者が不在の場合は統括責任者の職務を行うこと。 

(ｲ) 各業務における業務従事者の管理・指導・教育・監督等を行い、受託業務が円滑に実施さ

れるよう業務の質の向上に努めること。 

(ｳ) 各業務における個人情報の保護および秘密保持について管理し、万全の対策・措置を講じ

ること。 

(ｴ) 各業務における進捗状況を管理し、遅延等が発生しないよう対策・措置を講じること。 

(ｵ) 各業務における日常的な事案について区と連絡、調整すること。 

オ 業務従事者の責務 

(ｱ) 統括責任者等の指示に従い受託業務を行い、日常的に業務の質の向上に努めること。 

(ｲ) 個人情報の保護および秘密保持について遵守すること。 

(ｳ) 窓口および電話での応対に際しては、「窓口対応力向上の手引き」に則った態度と言葉遣

いで区民と接するものとする。また、「練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に

関する条例（令和４年６月練馬区条例第 21 条）」、「練馬区における障害を理由とする差別

の解消の推進に関する対応要領（平成 28 年３月 10 日 27 練福障第 209 号）」および「障害

のある方への接遇マニュアル」を踏まえ、区と同等の合理的配慮の提供を行うものとする

こと。 

(ｴ) 社名および名字を記載した名札を着用すること。なお、名札の形状等については、事前に

区へ確認すること。 

(ｵ) 区が定める「執務時の標準的な服装」に則った服装で従事すること。 

 ⑵ 安全注意義務 

   受託者は、常に作業場所を整理・整頓し、事故の防止に努めるとともに、労働関係法令を遵守 

して業務を行うこと。 

⑶ マニュアルの作成および提出 

   受託者は、本仕様書および区が提供する業務関係資料等に基づき、本業務の詳細な内容を把握 

した上で、業務マニュアルを作成し、履行開始までに区の承認を受けること。 

業務マニュアルは、履行開始後であっても区の助言、指示または受託者の判断により、必要に 

応じて見直しや調整を行うものとする。 

業務マニュアルは、承認後、区へ提出すること。 

⑷ 研修 

   受託者は、業務従事者に対し、従事開始日から本業務が平常かつ適切に実施できるよう事前に 

必要な研修を行うこと。従事開始後も業務の改善等のため、必要に応じて研修を行うこと。 

また、研修を行った場合は、区に報告書を提出すること。 

⑸ 機器等 

   区は業務履行のため、つぎの機器等を無償で使用させ、または貸与する。 

ア ４⑴の業務に必要な機器等 

(ｱ) 課税支援システム端末：12～24台 

(ｲ) 住民情報システム端末：10～15台 

(ｳ) スキャナ・スキャナ用端末：最大３台 

(ｴ) インターネット検索用タブレット端末：２台 

(ｵ) 電話機：５台 

※ 各端末の仕様は以下のとおり。 

富士通社製 LIFEBOOK A579/A または同等品、ノートブック型、ＵＳＢテンキーボード 

スキャナ：RICOH 製 ドキュメントスキャナー fi-7800PF（表面インプリンタ搭載モデル） 
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スキャナ用端末：富士通社製 LIFEBOOK A5511/G 

  イ ４⑵および⑶の業務に必要な機器等 

(ｱ) 住民情報システム端末：11～14台 

(ｲ) 電話機：３台 

(ｳ) 金銭レジスター等：ＰＯＳレジ、スリッププリンタ、決済端末  

(ｴ) ＦＡＸ（郵便局との専用回線）：１～２台 

(ｵ) オンライン申請受付端末：１台 

ウ 業務で使用する机・椅子等の備品・消耗品 

エ 業務で使用するゴム印・受領印 

※ 上記以外の文房具等の消耗品は、受託者で用意すること。 

 

９ 経費負担 

  本業務に要する経費は、つぎに規定するものを除き、受託者の負担とする。 

⑴ 履行場所における光熱水費 
⑵ 区が貸与する機器等に関する経費 
⑶ 区が提供する備品・消耗品 

 
10 報告書等提出書類 

⑴ 年間予定表 

   受託者は、区から提示される各業務の年間予定を踏まえ、速やかに年間予定表を作成し、区 

の了承を得た上で提出すること。 

また、了承後、区の指示や業務の履行状況等により予定を変更する必要が生じた場合には、速 

やかに年間予定表を修正し、区の了承を得た上で提出すること。 

⑵ 業務報告書 

受託者は、毎月、実施した業務ごとの報告書を作成し、翌月 25日（閉庁日にあたる場合は翌

開庁日）までに、区に提出すること。 

ただし、11⑵の業務報告会を翌月 25日より前に行う場合は、業務報告会の前日までに提出す 

ること。 

⑶ 業務日報 

   受託者は、業務ごとの日報を作成し、翌開庁日までに、区に提出すること。 

⑷ 業務月報 

   受託者は、業務ごとの月報を作成し、翌月５開庁日（閉庁日にあたる場合は翌開庁日）までに 

区に提出すること。 

 

11  履行確認等 

⑴ 各業務の検査は、受託者から提出された業務日報および業務月報に基づき行う。 
⑵ 業務内容確認のため、業務報告書をもとに月１回、区と受託者は業務報告会を実施する。受託 
者は議事録を作成し、業務報告会から 14日以内に区に提出すること。 

⑶ 区は履行期間中、必要に応じ、受託者の業務内容に関して調査を行い、または報告を求めるこ

とができる。調査等の結果、業務内容に不適正な箇所がある場合には、区は受託者に是正を要求

する。是正の要求があった場合には、受託者は、速やかに改善策を講じ、区に報告しなければな

らない。 
 

12 支払 

支払は、契約金額を月ごとに分割し、毎月の検査完了後、受託者から適法な支払請求を受けた日 
から 30 日以内に支払うこととする。毎月の支払金額は、契約時にあらかじめ定めた金額とする。 

 

13 損害賠償 

  受託者は、区または区民等に対し損害を与えた場合は、当該損害の賠償をしなければならない。 
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14 公金の取扱い 

⑴ 「練馬区公金徴収または収納委託取扱規則（平成 13年３月練馬区規則第 22号）」および「練

馬区会計事務規則（昭和 39 年９月練馬区規則第３号）」に従い、収納金日報および収納金月報

の作成を行い適正に管理すること。 

⑵ 窓口で受領した金銭については、受託者がその管理を適正に行うものとし、区は、盗難、紛失

等による損失の責任は負わない。 
⑶ つり銭については、業務に支障のないよう、受託者において用意すること。なお、つり銭につ

いては、窓口、郵送のいずれの場合も発生する。 
 

15 個人情報の保護 

⑴ 受託者は本業務の履行に際し知り得た情報を、一切第三者に漏らしてはならない。 

⑵ 受託者は、本契約で扱う情報が、個人の収入金額、住民税額等の重要な個人情報であることを 

認識し、個人情報の保護および秘密保持に十分留意すること。 

⑶ 受託者は、業務場所から許可なく物品、書類等を持ち出してはならない。また、区が許可する 

もの以外は持ち込んではならない。  

⑷ 受託者は、区から貸与された機器または区が特に許可した機器以外のものを使用してはなら 

ない。 

⑸ 業務中に作成したメモ等は、業務場所から持ち出してはならない。また、不要になったメモ 

等は、判読不能な状態で破棄すること。 

⑹ 受託者は、事前に、受託者の定める個人情報の保護に関する規定を区に示し、その承認を得な 

ければならない。 

⑺ 受託者は、統括責任者、業務責任者および業務従事者から、個人情報保護規定の遵守について、 

誓約書を徴すること。 

⑻ 個人情報の保護および管理ならびに情報セキュリティについては、別紙「情報の保護および 

管理に関する特記事項」を遵守しなければならない。 

⑼ 特定個人情報の取扱いについては、別紙「特定個人情報等の保護および管理に関する特記事項」 

を遵守しなければならない。 

⑽ 受託者は、プライバシーマークの付与を受けているまたはＩＳＭＳ認証を取得していること。 
なお、履行期間中に期間が更新された場合は、速やかに最新の認定証を提出すること。 

 

16 再委託の禁止 

受託者は、本契約に基づく業務を第三者に委託してはならないものとする。ただし、業務全体に

大きな影響を及ぼさない補助的業務について、事前に区から承認を得た場合はこの限りでない。こ

の場合について、再委託の内容、そこに含まれる情報、再委託先、その他再委託先に対する管理 

方法等を書面により提出すること。 

  

17 委託業務の区による処理 

区は、委託業務のうち、複雑で高度な判断を要する案件、緊急な対応を要する案件、苦情または

要望に係る案件、区職員の教育等に必要な案件として判断したものについては、案件ごとに、区職

員に処理をさせることができる。 

 

18 委託業務の引継ぎ 

受託者は、本契約終了後、次期契約において、他事業者が受託した場合には、受託者の責任にお 

いて、新たな受託者と業務の引継ぎ（各種業務手引書等の作成を含む）を行わなければならない。

なお、各種業務手引書等は、区の了承を得てから提出すること。 

 

19 その他 

⑴ 受託者が委託業務で外部サービスを利用する場合は、外部サービス利用について区へ協   

議し許可を得ること。 

⑵ 「練馬区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領（平成 28年３月 10 日

27 練福障第 2089 号）」を踏まえ、練馬区と同等の合理的配慮の提供を行うものとすること。 
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⑶ 業務の実施にあたっては、環境関連法令を遵守するとともに、環境負荷の低減に努めること。 

⑷ 本仕様書に定めのない事項または本契約の履行上疑義が生じたときは、区と受託者で協議の

上、決定する。 

 

20 担当 

⑴ 特別区民税・都民税の課税に関する業務について 

練馬区 区民部 税務課 区税調整係 畑、橋本 

   電 話 03-5984-1652（直通） 

ＦＡＸ 03-5984-1223 

メール ZEIMUKA@city.nerima.tokyo.jp 

⑵ 税証明書の交付、軽自動車税種別割の課税等に関する業務について 

練馬区 区民部 税務課 区税事務係 中田、和田 

   電 話 03-5984-1694（直通）  

ＦＡＸ 03-5984-1223 

   メール ZEIMUKA@city.nerima.tokyo.jp 

mailto:ZEIMUKA@city.nerima.tokyo.jp
mailto:ZEIMUKA@city.nerima.tokyo.jp
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